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■　　計画の策定（Plan)

（１）事業の概要

・事業所名

　トーヨーエイテック株式会社　　東日本工場

･事業所代表者名(環境活動単位責任者）
新田　祐樹（東日本製造課　課長）

・設立
１９８６年　（旧　東京ハードコート株式会社として）

・所在地
埼玉県深谷市上野台１４５０－２７

・事業内容
表面処理事業（金型、切削工具等へのハードコーティング（CVD・PVD)の受託加工）

・事業規模

表面処理製造部　東日本製造課　従業員数16名　　
表面処理営業部　東日本営業課　従業員数5名
計21名　

・連絡先(環境管理責任者)
環境管理統括者：早野　祐一（本社）

TEL　082-252-5212

環境管理責任者：岩井　利光(本社)
TEL　082-252-5212

環境活動単位責任者：新田　祐樹（東日本工場）
TEL　048-571-5216
FAX　048-572-8186

管理担当者： 竹村　行平(東日本工場）
TEL　048-571-5216
FAX　048-572-8186

管理担当者：柴崎　等（東日本工場）
TEL　048-571-5216
FAX　048-572-8186
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（東日本工場）



改暦
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文書作成部署
表面処理製造部　東日本工場エコアクション21推進組織図

文書識別番号
名称

トーヨーエイテック㈱ 表面処理事業部門
表面処理製造部 東日本製造課 課長

東日本製造課
管理責任者
職長
技術スタッフ

・特定施設の管理

・環境保護資材の手選・手配

・事故訓練指導責任者

・苦情受付窓口

製造課
班長

製造課
職長補佐

・環境管理最高責任者

・公害防止統括者
・苦情受付窓口
・環境方針作成
・システム直し
・資源用意
・ＥＡ21総責任者
・ＥＡ21構築、運用
・運用状況監査

・環境管理責任者

・EA21推進者

・事故訓練指導者

・EA21文書制定

・EA21関連文書管理

・EA21関連記録管理

・環境事故対応責任者

・環境事故対策リーダー

・環境事故対応副責任者

・環境事故対策副リーダー
・応急対応

・環境防護資材の管理

東日本営業課

課長

・環境管理責任者
・ＥＡ21推進者（営業課長）

・実績の総括（営業課長）

東日本営業事務所

・環境管理副責任者

・ＥＡ21推進者（営業）

他 4名

他 5名

他 4名

組織図構成
社員 21人



（３）　環境経営方針

　　〈環境理念〉
　　「私たちは存在感のある企業として発展しつづけること」を目指した企業理念の下、
　全ての工作機、自動車部品、表面処理の企業活動において、自然との調和を図りながら、
　持続可能な豊かな社会づくりと、環境保全に貢献します。

〈行動指針〉
(a)環境法規制を遵守すると共に、事業活動による環境への影響を評価して環境保全レベルの継続的
　　な改善に努めます。

(b)廃棄物の低減、エネルギー使用の抑制と脱炭素化を推進し、環境負荷の軽減に努めます。

(c）事業活動に関する一人ひとりの環境意識を高め、職場毎の自主管理による環境保全活動を推進
　　すると共に、地域との共生を図ります。

（d）ライフサイクルを考慮した地球にやさしい技術と商品を創造し、脱酸素社会、資源環境型社会の
　　実現に貢献し続けます。
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自然・資源・エネルギーを大切にし、

社会や地域と調和した、クリーンな事業活動

による脱炭素社会および資源循環型社会を

目指します。

基本方針

環 境 方 針

2022年4月1日
環境管理統括者：早野 祐一



（４）　環境経営目標

過去の環境への負荷実績

86期　注1） 87期　注2） 88期　注3）
116.2 88.2 105.9

610,823 449,505 470,086

5,257 5,096 4,437
26,013 14,284 10,784
223.9 162.0 102.0
5,483 3,707 3,812

47.2 42.0 36.0
6,562 6,447 5,368
56.5 73.1 50.6

・注１）86期＝2019年4月～2020年3月 ・注２）87期＝2020年4月～2021年3月 ・注３）88期＝2021年4月～2022年3月

注①

※1

総排出量
89期目標 注4）

465,385

10,676

3,774

5,314

原単位
89期目標 注4）

4,393

100.98

35.64

50.09
注４）89期＝2022年4月～2023年3月
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総生産量（ｔ）
CO2排出量(kg-CO2) 総排出量(kg－CO2)

原単位廃出量（Kg－CO2/ｔ）　注①

産業廃棄物排出量（kg） 総排出量(kg）
原単位廃出量（Kg/ｔ）　注①

総水使用量（ｍ3） 総排出量（ｍ3）

原単位廃出量（ｍ
3
/ｔ）　注①

化学物質使用料(kg） 総使用量(kg）
原単位使用量（Kg/ｔ）　注①

中期目標(91期)
CO2排出量（Kg-CO2) 456,124

産業廃棄物総排出量（ｋｇ） 10,358

総水使用量（ｍ
3
） 3,699

化学物質使用量（ｋｇ） 5,208

中期目標(91期)
CO2排出量原単位（Kg-CO2　/ｔ) 4,306

産業廃棄物総排出量原単位（ｋｇ/ｔ） 98.97

総水使用量原単位（ｍ
3　

/ｔ） 34.93

原単位化学物質使用量（ｋｇ/ｔ） 49.09

原単位排出量は総排出量を生産量（トン）で割った、単位生産量当たりの排出量である。

総排出量と原単位排出量を指標に取り上げる理由は、単位生産量当たりの排出量の低減に取り組まなけ

CO2排出量算出に当り、東京電力㈱2021年度実績【調整後排出係数】0.441(Kg-CO2/kwh)を使用。

揮発油（ガソリン）0.0183（ｔ-C/GJ)【単位発熱量：34.6（GJ/KL】液化石油ガス（LPG）：0.0161（ｔ-C/GJ)【単位発熱

量：50.8（GJ/ｔ）】灯油：0.0181（ｔ-C/GJ)【単位発熱量：36.7（GJ/KL）】

目標
８９期は前期実績の１％減として設定。



（５）　環境経営計画
89期実施計画を以下とする。

職長
柴崎

職長補佐
各班長
柴崎

PC省エネモードの確認

・昼休憩時間照明停止の実施 職長補佐
・LDE化計画の実施 柴崎

通期継続実施 柴崎
　・CO2排出量原単位削減

　　 　ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ推奨活動 通期継続実施 営業課長

柴崎
職長

・シュレッター屑の再利用推奨（緩衝材作製） 職長
・廃紙（裏面）の再利用推奨 柴崎

・PRTR物質　以外で模索中、決定後手配 柴崎

本社から環境事故内容のアナウンスを従業員に通達（適宜） 製造課長
職長

環境対応消耗品適宜購入 技術員

法令点検実施・市役所及び埼玉県環境課へ届出実施 柴崎
フロン法順法・通年適宜実施 柴崎
ゴミ集積場の維持管理 職長・補佐

EMS教育 EMS教育 製造課長
環境事故訓練

柴崎
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重　　点　　施　　策
89期

担当
上期 下期

Ⅰ　省エネルギーの推進
　・使用電力原単位削減
　　①生産計画による処理効率向上
　　②品質向上からの省エネルギー化
　　③生産設備・生産付帯設備
　　　ｸﾚｰﾝ電源のON/OFF管理徹底
　　④空調・照明の電源管理徹底
　　⑤エアコンの設定温度管理
　　⑥工場内供給資源配管　漏れ確認
　　⑦PC未使用時の待機電力削減

　　⑧工場照明の省エネ化推進

　・水使用量原単位削減
　　　 節水の推奨活動

Ⅱ　省資源・リサイクルの推進
　・廃棄物原単位削減
　　①ブラスト類の削減
　　②洗浄液・パーツクリーナーの削減
　　③廃プラの削減
　　④廃酸、廃アルカリの削減
　・紙類、資材使用量削減
　　①緩衝材の削減
　　②コピー紙削減（2％）確認

Ⅲ　製品環境技術開発
　・化学薬品（PRTR物質）使用量削減
　　①PRTR物質の削減、使用量見える化
　　②新規物質の選定模索・手配

Ⅳ　環境改善対策の推進
　・環境会議、環境設備巡視
　　①環境事故水平展開（他社様事故通達）

　　②職場巡視活動
　　③グリーン購入

Ⅴ　環境法令順守
　　①特定施設保守管理、行政への届出
　　②情報入手展開、法改正対応
　　③ゴミ集積場巡視

Ⅵ　教育訓練
　　①EMS教育実施
　　②環境事故発生訓練（想定）

・生産状況に応じた省エネ活動を行う。

・定例会議にて品質状況を把握、より効果のある対策を３ヶ月ごとに

・省エネパトロール（職場巡視含む） 1回/2ヶ月

・照明は昼休憩時間停止。

削減計画検討・リサイクル化検討

設備更新計画推進



■　　計画の実施（Do)

（６）　環境経営計画に基づき実施した取組内容

Ⅰ.　省エネルギーの推進

・使用電力原単位削減

①生産については、充填率向上を意識した生産を継続した。

②についても　①同様に実施した。

③～⑥について
省エネパトロールを実施し、節水、節電、エアー漏れ・水漏れ点検実施。
全社的にクールビズ推奨実施。
エアコンの設定温度につては、冷房28℃、暖房22℃を周知した。

⑦、⑧
PC省エネモード、プリンター省エネモードの徹底実施。
照明の消し忘れ防止は、休み時間前に職長が呼び掛け実施。
工場の蛍光灯、LED照明に変更。（少しずつ継続して変更していく）

・水使用量原単位削減
生産活動以外の節水活動実施。

手洗い場・節水シール掲示

・CO2排出量原単位削減
　電気スイッチ部に節電シール貼り付け掲示。
　アイドリングストップの推奨継続中（弊社営業車及び宅配トラックドライバーに協力求める）
　エコドライブの推奨活動実施。

Ⅱ.　再資源・リサイクルの推進

・廃棄物原単位削減
①～④
　2Ｓ改善活動にて、工場内外の不要物撤去・廃棄実施する。廃棄物量は増加が見込まれる。
　不要物撤去により、工場内及び倉庫の新たな利用方法の改善。

・紙類・資材使用量削減
　コピー用紙廃紙（裏面）利用により、コピー用紙使用量減少。
　コピー用紙シュレッター粉切後、袋詰めにして、緩衝材として再利用継続。
　梱包用ダンボール及びプラケースによる再利用継続。
　Ａ４封筒の再利用＝社内便書類
　受入担当及び事務所スタッフに再推奨。

Ⅲ.　製品環境技術開発

・化学薬品（ＰＲＴＲ物質）使用量削減
① ＰＲＴＲ物質の削減として、使用量の管理。

洗浄機更新については、検討中。

② 新規洗浄薬品の模索継続中
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Ⅳ.　環境改善対策の推進

・環境会議、環境設備巡視
① 全社にてテレビ会議による環境会議（1回/3ヶ月）実施。

② 省エネパトロール実施。安全作業パトロールも兼ねて行い、
作業者へ注意喚起を行った。

③ コピー用紙事務用品をエコ対応に変更した。

Ⅴ.　環境法令順守
① 市役所・埼玉県知事への届出は遅滞なく完了している。

② 本社担当部署とのヒアリングで連携し、法改正対応を実施。

③ 今までの汚泥とは別に、発火性の汚泥(特管)の処分を追加して対応している。

Ⅵ.　教育訓練

① 定期的な環境会議により他工場との情報共有実施。（上・下期のEMS教育など）

② 環境事故発生時の連絡通報系統図、組織図の確認を実施。

■　　取組状況の確認及び評価（Check)

（７）環境経営目標及び環境経営計画の実施・取組結果とその評価、
並びに来年度の環境経営目標及び環境経営計画

総排出量
89期目標 89期実績 判定

105.94

465,385 447,052 ○

10,676 10,298 ○

3,774 3,812 ×

5,314 5,284 ○
CO2排出量算出　全頁　※1参照

原単位
89期目標 89期実績 判定

4,393 4,220 ○

100.98 97.21 ○

35.64 35.98 ×

50.09 49.87 ○
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項　　目

総生産量（ｔ）

CO2排出量（Kg-CO2)

産業廃棄物総排出量（ｋｇ）

総水使用量（ｍ
3
）

化学物質使用量（ｋｇ）

項　　目
CO2排出量原単位（Kg-CO2　/ｔ)

産業廃棄物総排出量原単位（ｋｇ/ｔ）

総水使用量原単位（ｍ
3　

/ｔ）
原単位化学物質使用量（ｋｇ/ｔ）

エコアクション２１に関する活動を通し、社員に省エネを習慣化出来ており、環境への関心、配慮の定着が窺え

る。

しかし、総水使用量(ｍ3）、総水使用量原単位（ｍ3/t）が、未達成であった。その理由として、生産工程中設備

が停止し、再処理品の為の除膜が多く行われたことで除膜液を除去するための洗浄で水が多く使われたことが

挙げられる。

今期増加の数値は原因となる要素があるため、今後の改善活動を行い、少しずつ低減を目指していく。

評価

実績



　　　　次年度（９０期）の環境経営目標及び経営計画

　経営計画

職長
柴崎

職長補佐
各班長
柴崎

・昼休憩時間照明停止の実施 職長補佐
・LDE化計画の実施 柴崎

通期継続実施 柴崎
　・CO2排出量原単位削減

　　 　ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ推奨活動 通期継続実施 営業課長

柴崎
職長

・シュレッター屑の再利用推奨（緩衝材作製） 職長
・廃紙（裏面）の再利用推奨 柴崎

・PRTR物質　以外で模索中、決定後手配 柴崎

本社から環境事故内容のアナンスを従業員に通達（適宜） 製造課長
職長

環境対応消耗品適宜購入 技術員

法令点検実施・市役所及び埼玉県環境課へ届出実施 柴崎
フロン法順法・通年適宜実施 柴崎
ゴミ集積場の維持管理 職長・補佐

EMS教育 EMS教育
課長

環境事故訓練 柴崎
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　　①特定施設保守管理、行政への届出

重　　点　　施　　策
90期

担当
上期 下期

Ⅰ　カーボンニュートラルへの取り組み　
　・使用電力原単位削減
　　①生産計画による処理効率向上
　　②品質向上からの省エネルギー化
　　③生産設備・生産付帯設備
　　　ｸﾚｰﾝ電源のON/OFF管理徹底
　　④空調・照明の電源管理徹底
　　⑤エアコンの設定温度管理
　　⑥工場内供給資源配管　漏れ確認

　　⑦工場照明の省エネ化推進

　・水使用量原単位削減
　　　 節水の推奨活動

Ⅱ　循環型社会への取り組み
　・廃棄物原単位削減
　　①ブラスト類の削減
　　②洗浄液・パーツクリーナーの削減
　　③廃プラの削減
　　④廃酸、廃アルカリの削減
　・紙類、資材使用量削減
　　①緩衝材の削減
　　②コピー紙削減（前年度比2％削減）

Ⅲ　社会貢献
　・環境配慮型商品（設備）
　　①環境配慮型商品調査、開発

Ⅳ　自然との共生への取り組み
　・化学薬品（PRTR物質）使用量削減
　　①PRTR物質の削減、使用量見える化
　　②新規物質の選定模索・手配
　　③環境事故水平展開（他社様事故通達）

　　④職場巡視活動

　　②情報入手展開、法改正対応
　　③ゴミ集積場巡視

Ⅴ　コミュニケーションの推進
　・環境会議、環境設備巡視

　・教育訓練
　　①EMS教育実施
　　②環境事故発生訓練（想定）

目標
９０期は８９期実績の１％減として設定。

・生産状況に応じた省エネ活動を行う。

・定例会議にて品質状況を把握、より効果のある対策を月ごとに行う。

・省エネパトルール（職場巡視含む） 1回/2ヶ月

・照明は昼休憩時間停止。

削減計画検討・リサイクル化検討

設備更新計画推進



　全項　重点施策対象範囲での対象活動を下記に記載する。

①処理ﾊﾞｯﾁ工程調整を今後も随時行い、充填率を向上させる。
　日々の入荷に応じて対応する。
②月 定例品質会議を実施。作業の効率化、品質向上に努める。
③各設備電源ON/OFF管理を徹底。
④休憩時間の照明停止。照明使用後及び退室時の電源OFF徹底。
⑤冷房時28℃、暖房時22℃
⑥漏れ箇所点検の実施（環境パトロール）　　漏水については業者依頼
エアー配管の修繕は即実施。補修備品の購入管理。
⑦未使用エリア都度照明を消灯。

・節水表示を各水道付近に貼出し。従業員に呼び掛け
　・CO2排出量原単位削減 　ミーティングにてアナウンス。環境パトロールにて水道「閉」確認。

　　 　ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ推奨活動 ・社用車運転、通勤運転にてアイドリングストップを推奨。

①作業場の４Sの呼び掛け。
②必要な量購入して、通常赤BOX内に入れて管理。
③客先から梱包されたケースは必ず使用して客先へ返却する。
　廃プラ缶は買ったメーカーに返却する。

①緩衝材再利用、シュレッターゴミを緩衝材として再利用する。
②用紙裏面使用によるコピー用紙使用量削減。

①環境配慮型商品の情報収集

①薬品管理台帳による在庫管理の徹底継続。（職長）
②洗浄能力、効率向上のため、新液選定。
③EMS教育と並行して実施。
④1回/2ヶ月　の環境パトロール実施。
⑤省エネ・リサイクル品の購入検討

①一覧表にて管理実施中。
②本社担当部署からのアナウンス連携対応。
③環境パトロールにて実施。

①本社からの基礎教育資料等、回覧実施。
②環境事故発生の処置道具についての教育実施。
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Ⅰ　カーボンニュートラルへの取り組み　
　・使用電力原単位削減
　　①生産計画による処理効率向上
　　②品質向上からの省エネルギー化
　　③生産設備・生産付帯設備
　　　ｸﾚｰﾝ電源のON/OFF管理徹底
　　④空調・照明の電源管理徹底
　　⑤エアコンの設定温度管理
　　⑥工場内供給資源配管　漏れ確認
　　⑦工場照明の省エネ化推進

　・水使用量原単位削減
　　　 節水の推奨活動

Ⅱ　循環型社会への取り組み
　・廃棄物原単位削減
　　①ブラスト類の削減
　　②洗浄液・パーツクリーナーの削減
　　③廃プラの削減
　　④廃酸、廃アルカリの削減
　・紙類、資材使用量削減
　　①緩衝材の削減
　　②コピー紙削減（前年度比2％削減）

Ⅲ　社会貢献
　・環境配慮型商品（設備）
　　①環境配慮型商品調査、開発

Ⅳ　自然との共生への取り組み
　・化学薬品（PRTR物質）使用量削減
　　①PRTR物質の削減、使用量見える化
　　②新規物質の選定模索・手配
　　③環境事故水平展開（他社様事故通達）

　　④職場巡視活動

Ⅴ　コミュニケーションの推進
　・環境会議、環境設備巡視
　　①特定施設保守管理、行政への届出
　　②情報入手展開、法改正対応
　　③ゴミ集積場巡視
　・教育訓練
　　①EMS教育実施
　　②環境事故発生訓練（想定）

対象活動



　（８）環境関連法規の遵守状況の確認及び評価の結果、並びに違反、訴訟などの有無

　　周辺住民・企業からの苦情は無い。環境法令違反は無し。
　　尚、環境管理事務所及び市役所からの指摘は無し。
　　下記に適応環境法令の一覧を記載する。

判定
〇
〇
〇
〇

振動規制法
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

特管物 △
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇

2023.3.25　遵守評価確認実施

（９）　代表者による全体評価と見直しの結果

１．全体評価

２．環境方針・環境目標・環境活動計画・環境経営システムについての見直し（変更）の必要性
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蛍光灯の管を水銀廃棄物として処理する 水銀の処理が出来る産業廃棄物業者と契約している

〇

水銀

業者との委託契約が出来ているか 一般廃棄物、産業廃棄物ともに契約している

契
約
書

基準内である
飛散、流出防止対策をとっているか 屋根、へい、専用箱があり流出していない

法規名 遵守事項（規制内容） 実施状況
水質汚濁法 届出、変更届出しているか 届出、変更届出あり
（表面処理施設） ｐH：5.8～8.6 規制値内

浄化槽法
届出、変更届出しているか 届出、変更届出あり
定期検査、保守、清掃を行っているか 実施済み、記録あり

騒音規制法 コンプレッサー、届出 工業専用地域内は、騒音規制、振動規制の届出は
〇

昼：70ｄＢ　夜：65ｄＢ以内か(騒音) 入らない為、提出していない。深谷市環境課報告済
ＰＲＴＲ法 年度毎の届出あるか 毎年度報告書あり

最終処分場が明記されているか 明記されている
5年間保管しているか 保管中（あり）
許可品目と委託廃棄物と合致するか 産廃、特管物ともに許可品目になっている

マニュフェ
スト

ﾏﾆｭﾌｪｽﾄで最終処分を確認しているか 各票ともある
ﾏﾆｭﾌｪｽﾄの報告を提出しているか 県へ毎年報告している（本社へも同様）

保管場所
囲い、積み上げ高さ基準以内か

特管物管理者を提出選任しているか 選任はしているが、県への届出をしていなかった
自動車はＰＭ規制に適合しているか 全て適合形式

県生活環境条例
ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰの届出をしているか 届出済み
昼：70ｄＢ　夜：65ｄＢ以内か 規制値内である

産
業
廃
棄
物
法

化学物質の扱い量、手順書の届出あるか 届出がある
公害防止協定書

協定書の有無 協定書あり　Ｓ60.9.3
（深谷市）
フロン排出抑制法 業務用エアコン等の定期点検を行う 3ヶ月　1回の簡易点検
毒物法 毒劇物の保管管理を行っているか 盗難、紛失の防止、漏洩・流出の防止等を実施

遵守状況の総合評価
各法規制届出あり。
排水規制値および浄化槽検査結果良好である。

消防法 消防用設備の備え付け 消火器等を設置している
労働安全衛生法 作業環境測定を行う 有機溶剤・粉塵作業環境測定を行っている

エコアクション２１の活動を通じ、省エネについての取組が従業員に習慣化され、環境への
関心、配慮の定着が窺える。
また、８９期は、工場照明のＬＥＤ化を行った。９０期は残り２割のＬＥＤ化を継続して行ってい
く。加えて、その他、９０期も安全・環境・品質と生産活動に伴う社内活動を活発に行っていく。
従業員にはさらに環境活動に関心を持ってもらい、今後の環境活動数値の改善を期待する。

特に見直し（変更）の必要性は無いと判断する。

来期については、ＳＤＧｓを目標に具体的な活動を計画し、その活動の中で社員に当事者
意識を持たせ、コンプランス意識向上を図りつつ、社員一丸となった活動を推進していく。


